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令和５年度

根釧台地の格子状防風林



　
　

総数(Ｂ) 国有林 民有林 所管国有林（C）

総　　  数 353,316 170,135 110,066 60,070 105,586 48% 62%
根  室  市 50,625 17,671 6,566 11,105 6,393 35% 36%

別  海  町 131,963 38,823 10,420 28,403 6,261 29% 16%
中標津町 68,487 33,063 25,517 7,547 25,483 48% 77%

標  津  町 62,469 42,631 32,638 9,993 32,524 68% 76%

羅  臼  町 39,772 37,946 34,925 3,022 34,925 95% 92%

注：区域面積は｢第130回(令和５年)北海道統計書」、森林面積は「令和３年度北海道林業統計(令和５年３月)」による。

　   なお、森林面積（国有林）は、森林管理署所管国有林及びその他国有林である。

　   総数は四捨五入のため必ずしも一致しない。

　 根釧東部森林管理署は日本最東端に位置する森林管理署です。
　 知床半島の南面側から根室半島まで、根室振興局管内の１市４町（根室市、別海町、中標津
町、標津町、羅臼町）を管轄しています。区域面積（３５万３千ｈａ）の約半分（１７万ｈａ）が森林で、
そのうち森林管理署所管国有林は１０万６千ｈａと、区域面積の３割、森林面積の６割を占め
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１．知床世界自然遺産

２．広大な格子状防風林　　　　　

　 当署管内の防風林は１万５千ｈａにおよび、その６割に
当たる９千ｈａが国有林です。これらの防風林は「保安林」
に指定され、地域住民の日常生活や農地を強風、濃霧、
吹雪から守っています。防風林の大半はカラマツ・トドマツ
・アカエゾマツ等の人工林で、防風林としての機能の維持
増進を図るため、主伐、間伐等の森林整備を実施していま
す。そこから生産された木材は、各種の資材等として有効
に利用されています。
 　この格子状防風林は、平成１３年に次代に引き継ぎたい
北海道ならではの宝として「北海道遺産」に選定されました。

３．希少野生動植物

ジロワシ、サカイツツジなど希少な動植物が生息・生育して
います。

は、「ラムサール条約登録湿地」となっています。
 　巡視活動や巣箱の設置、河川工作物の改良などを通じて、
これら希少な野生動植物の保護・管理に努めています。

され、「世界自然遺産」に登録されました。
　 地域のほとんどは国有林で、「知床森林生態系
保護地域」として原生的な自然を維持・保存するこ

陵地を含め、天然記念物であるシマフクロウ、オオワシ、オ

とにより、森林生態系の保護及び管理を行ってい
ます。
 　また、「生物群集保護林」とそれらをつなぐ「緑の
回廊」を設定し、野生生物が移動できる経路を確
保しています。

携して適正な管理に取り組んでいます。

 　知床半島は、平成１７年に貴重な生態系が評価

　 山岳林の多くは針広混交の天然林であり、根室地域の丘

　 知床の国有林は、「知床国立公園」にも指定され
ていることから、環境省をはじめ様々な機関とも連

 　また、「トドワラ」や水鳥の生息地として有名な「野付半島」

森林の特徴

生態系保護地域保存地区

生態系保護地域保全利用地区

生物群集保護林保存地区

緑の回廊

※ 植物群落保護林は２０１７年（平成２９年）に生物群

集保護林保護林へ再編されました、

シマフクロウ オオワシ サカイツツジ



　 　

　 国有林の管理経営に当たって、公益重視の管理経営の一層の推進を旨とする方針の下で、国民
の多様な要請に適切に応えるため、個々の国有林を重視すべき機能に応じ、山地災害防止、自然
維持、森林空間利用、水源涵養の機能類型に区分し、公益林として適切に施業を推進しています。

　

　
　
　
　
　

　
　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　
　

　
　
　
　

　
　

　 　

機能別の森林区分

山地災害防止タイプ ２３，６２５ｈａ

土砂流出・崩壊防備エリア ９，７７０ｈａ

土砂の流出や崩壊等の山地災害を防ぎ、災害に強い国土基盤の形成を目的として施業を行うとともに、必要に応じ治

山施設を整備

気象害防止エリア １３，８５５ｈａ

風害等の気象害を防ぐことを目的として、遮蔽能力が高く諸害に対する抵抗力が強い森林育成に考慮した管理経営を

実施

自然維持タイプ ４３，２５７ｈａ

原生的な森林生態系や、希少な動植物の生息・生育する森林など、自然環境や生物多様性の保全を図るため、原則と

して自然の推移に委ねることとし、野生動植物の生息・生育環境の保全等に配慮した管理経営を実施

森林空間利用タイプ ３０９ｈａ

保健、レクリエーション、文化機能の発揮を重視し、景観の向上やレクリエーションを考慮した保育や間伐等の森林の適

切な整備を行うとともに、必要に応じ遊歩道等の施設を整備

その一部はレクリエーションの森として、国民の保健・文化的利用に供するための施設等を整備

水源涵養タイプ ３８，８５７ｈａ

良質で豊かな水の安定供給など水源涵養機能の発揮のため、濁水や洪水の緩和、水質の保全等を目的として、浸透・

保水能力の高い土壌の維持や下層植生等の良好な発揮が確立されるよう適切な森林整備を実施するとともに、間伐など

を通じ、地域の経済活動に資する木材生産との両立を図る

山地災害防止

22.3%

自然維持

40.8%

森林空間利用

0.3%

水源涵養

36.6%

機能類型別面積比



単位

 立木販売 m3

 製品販売 m3

 更新 ha

 保育 ha

林　道  新設 m

百万円

注１：造林の更新は、新植、天Ⅰ植込の合計である。

注２：造林の保育は、下刈、つる切、除伐の合計である。

注３：造林の更新・保育には、治山費による実行分を含む。

　　　中間土場（集合土場）

　　　　　主伐・間伐による丸太生産の事業を防風林で行う場合、事業箇所が散在することが多く、また防風林
　　　 の幅（180m）や公道からのアクセス路の位置から土場作設が限定されることがあるため、木材の運搬の
　     利便性など下記を目的として、中間土場（集合土場）を中標津地区（614林班）と標津地区（5林班）に配置
        しています。

①搬出時のトラック運転手の負担軽減
②希少野生動植物の生息環境への配慮
③降雪時の迅速な除雪と時期に縛られない搬出
④国道に接していることによる有利な販売
⑤病虫害対策

　　　　 

　

備　　考

　　　　５７

林業専用道

工事・調査

造　林

販売量

下刈

 分収造林含む

　　　  ９７治山事業

　　　１４８

　１，１３０

５６，０００

３９，０００

区　　分 令和５年度

はい積された木材中間土場

令和５年度 主要計画事業量

0.3%

中標津中間土場

標津中間土場

事業地から運搬され

た材の荷下ろし作業



　 根室市、別海町、中標津町で開催されている植樹祭に、共催者として協力しています。
　 植樹祭は、市民・町民に植樹を通して緑に触れてもらい、緑化推進運動の普及を図ることを目的として
実施されています。

ねむろ森林づくり交流会

エゾシカ被害対策
　 根室地域の農林業に大きな被害をもたらしているエゾシカ対策の一環として、平成２６年度から継続し
て、根室市の国有林において囲いワナによるエゾシカ捕獲事業を実施しています。
　 令和４年度は２箇所で２９８頭捕獲し、９年間の合計では１，３９７頭の捕獲となりました。

 により、根室地域の自治体林務担当者や森林組合職員、林業事業体等を対象にねむろ森林づくり交流会

　　市町村森林整備計画に基づく適切な森林管理を担う人材育成を図るため、根室振興局森林室との共催

 を開催しています。令和４年度は森林３次元計測システム装置による森林材積計測等を情報提供しました。

市町植樹祭

地域と連携した取組

大型囲いわな

捕獲したエゾシカ



森林管理署の沿革及び組織

沿 革

昭和２２年 ５月：林政統一により、根室営林署設置

〃 １０月：中標津営林署を分割設置

昭和３６年 ７月：中標津営林署を分割し、標津営林署を設置

（標津・中標津・根室営林署の３署で現管内の管理経営が行われる）

平成 ７年 ３月：中標津営林署を標津営林署に統合（中標津森林管理センターを設置）

平成１１年 ３月：根室営林署を統合し、根釧東部森林管理署に改称（根室事務所を設置）

平成１３年 ８月：中標津森林管理センター、根室事務所を廃止

現在の根釧東部森林管理署の組織となる

組 織 図

森林事務所所在地

野生鳥獣対策官 森林情報管理官

森林事務所

  首席森林官(落石)

  森林官(川北)

  森林官(峰浜)

  森林官(羅臼)

  森林官(西春別)

  森林官(養老牛)

  森林官(開陽)

  森林官(別海)

森林技術指導官

主任森林整備官

(森林育成)

森林整備官(土木)

地域技術官

総括事務管理官

主任事務管理官
(総務)

事務管理官(経理)

事務管理官(管理)森林整備官

総括治山技術官

治山技術官

総括森林整備官

主任森林整備官
(経営・森林ふれあい)

職員数　27名（令和5年４月1日現在）

次　　長

業務グループ 総務グループ治山グループ

署　　長

名　　　称 郵 便 番 号 所    　　在　　    地 電 話 番 号

 川北森林事務所 〒086-1451  標津郡標津町川北本通20-1 0153-85-2022

 峰浜森林事務所 〒086-1652  標津郡標津町南2条西2丁目1-16 0153-82-3660

 羅臼森林事務所 〒086-1832  目梨郡羅臼町船見町136 0153-87-2017

 西春別森林事務所

 養老牛森林事務所

 開陽森林事務所

 落石森林事務所 〒087-0009  根室市弥栄町1丁目18 0153-24-3832

 別海森林事務所 〒086-0216  野付郡別海町別海480 0153-75-2154

〒086-1148  標津郡中標津町緑ヶ丘1-2 0153-72-1820


